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国立公園事業の決定及び変更
案件に関する説明資料

磐梯朝日、尾瀬、富士箱根伊豆、上信越高原
瀬戸内、阿蘇くじゅう

釧路湿原、富士箱根伊豆、伊勢志摩、上信越高
原、吉野熊野、瀬戸内海、雲仙天草変更 ９件

公園事業の決定 ９件

合計 １８件

規制計画

保護規制計画
・特別地域
(特保、第１種～第3種)
・海域公園地区
・普通地域

施設計画

・利用施設計画
道路、宿舎、園地など道路、宿舎、園地など

・保護施設計画
自然再生施設、
植生復元施設など
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大まかな位置、整備方針を決定

公園事業の決定

イメージ図（園地の例）

■公園事業の決定

区域を定める

施設計画

公園事業の決定

より具体的な位置や路線距離、区域面積、
収容人数などの規模を決定

決定すべき規模の例

事業の種類 規模

道路（車道） 路線距離（k ） 有効幅員（ ）道路（車道） 路線距離（km）、有効幅員（m）

道路（歩道） 路線距離（km）

園地 区域面積（ha）

宿舎 区域面積（ha）、最大宿泊者数（人/日）

野営場 区域面積（ha）、最大宿泊者数（人/日）

園地事業の計画

（１）事業の内容が公園計画に適合していること。

（２）事業の内容が風致景観の保護上支障のないこと。

（３）国立公園事業の執行の見込みがあること。

■公園事業の決定の要件

（３）国立公園事業の執行の見込みがあること。

環境省環境省 案案

■公園事業の決定等の流れ

中央環境審議会中央環境審議会 諮問・答申諮問・答申

概要の官報告示（決定・廃止・変更）概要の官報告示（決定・廃止・変更）
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諮問案件一覧（決定）

＜決定規模＞＜決定規模＞
区域面積区域面積 １ ０１ ０ hh

＜事業内容＞＜事業内容＞
植生復元施設の新設植生復元施設の新設
（土留工、導水工、植生マットの敷設等）（土留工、導水工、植生マットの敷設等）

区域面積区域面積 １．０１．０ haha

＜事業執行予定者＞＜事業執行予定者＞
環境省環境省



4

＜荒廃地＞＜荒廃地＞
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○○崩壊箇所への表流水の集中崩壊箇所への表流水の集中
○○雨滴や融雪による土砂流出雨滴や融雪による土砂流出

などなど

連柴柵工による流速低減連柴柵工による流速低減 （イメージ）（イメージ）表流水集中（水道）による荒廃表流水集中（水道）による荒廃

VV字状洗掘箇所字状洗掘箇所 粗朶流路工＋植生マットによる土砂防止粗朶流路工＋植生マットによる土砂防止
（イメージ）（イメージ）
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ブナの森ブナの森

七入起点（林道からアクセス） 途中部（沢沿いの道）

＜決定規模＞＜決定規模＞
路線距離路線距離 ４．４ｋｍ４．４ｋｍ

終点（湿原部分は木道敷）

＜事業執行予定者＞＜事業執行予定者＞
檜枝岐村檜枝岐村

＜事業内容＞＜事業内容＞
既存歩道の把握既存歩道の把握
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五合目（吉田口）

七合目

＜決定規模＞＜決定規模＞
区域面積区域面積 0.01ha0.01ha

＜事業執行予定者＞＜事業執行予定者＞
山梨県山梨県

＜事業内容＞＜事業内容＞
既存施設の把握既存施設の把握

既設医療救急施設の把握

12

傷病者搬送路（設置予定）

開所期間：７月中旬～８月下旬
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上信越高原国立公園

＜決定規模＞＜決定規模＞

＜決定規模＞＜決定規模＞
路線距離路線距離

＜決定規模＞＜決定規模＞
路線距離路線距離
5.45.4ｋｍｋｍ

＜決定規模＞＜決定規模＞

６６..８ｋｍ８ｋｍ

＜決定規模＞＜決定規模＞

＜事業執行予定者＞ 妙高市
＜事業内容＞ 既設歩道の把握

＜決定規模＞＜決定規模＞
路線距離路線距離
３３..５ｋｍ５ｋｍ

＜決定規模＞＜決定規模＞
路線距離路線距離
３３..０ｋｍ０ｋｍ

＜決定規模＞＜決定規模＞
路線距離路線距離 ２ｋｍ２ｋｍ
有効幅有効幅 ３ ４～１４ ０ｋｍ３ ４～１４ ０ｋｍ

＜事業内容＞＜事業内容＞
既存施設の把握、車道の線形改良既存施設の把握、車道の線形改良

有効幅有効幅 ３．４～１４．０ｋｍ３．４～１４．０ｋｍ

＜事業執行予定者＞＜事業執行予定者＞
大分県大分県
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既存車道①

②

③

既存車道② 既存車道③

①
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＜決定規模＞
区域面積 ２．０ ha

＜事業執行予定者＞

＜事業内容＞
既存施設の把握

＜事業執行予定者＞
由布市

駐車場 階段

広場
（四阿、ベンチ）

やまなみ
ハイウェイ



9

駐車場 駐車場から続く階段

広場及び四阿 園地から見える湯布院盆地
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諮問案件一覧（変更）




